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◆ 遵守事項とは 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 違反すると 
 

 

 

 

 

 

 

◆ 行政処分(累積違反点数) 
 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 再教育講習 

再教育講習を受講すると違反累積点数から２点減ぜられます。 

※ 詳しくは国土交通省海事局

ホームページで！ 

小型船舶操縦者の遵守事項 

(船舶職員及び小型船舶操縦士法) 


